
   久喜市建築審査会条例  

平成２５年久喜市条例第５３号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第８３条の

規定に基づき、久喜市建築審査会（以下「審査会」という。）の組織、議事その他審査会に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 審査会は、委員５人をもって組織する。 

 (委員の任期)  

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

２ 委員は、再任されることができる。  

３ 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。 

（招集） 

第４条 審査会の会議は、会長が招集する。 

２ 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議を招集しなければならない。 

（１） 法の規定に基づき、市長から同意を求められたとき。 

（２） 法の規定に基づき、裁決をする必要があるとき。 

（３） 市長から諮問があったとき。 

（４） 委員の半数以上の者から、審査会に付議する事件を示して、招集の請求があったとき。 

（５） 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認めるとき。 

（会議） 

第５条 会長は、会議の議長となる。 

２ 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

（意見聴取等） 

第６条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を

聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（専門調査員） 

第７条 審査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門調査員を置くことができ
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る。 

２ 専門調査員は、学識経験者のうちから市長が委嘱する。 

３ 専門調査員は、会長の命を受け、専門の事項を調査する。 

（庶務） 

第８条 審査会の庶務は、建設部建築審査課において処理する。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って

定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行前に埼玉県建築審査会規則（平成１７年埼玉県規則第１２４号）の規定により

なされた処分、手続、その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続

その他の行為とみなす。 

 （久喜市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

３ 久喜市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成２２年久喜市条

例第４４号)の一部を次のように改正する。 

  別表土地区画整理審議会の項の次に次のように加える。 

建築審査会 委員 日額 １０，０００円 

附 則(平成２６年３月１２日条例第６号) 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則(平成２８年３月２５日条例第２３号) 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 


